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資料② 

高等学校等の新学習指導要領のスタートを契機とするこれからの高等学校教育について 

（全ての高等学校教育関係者の皆様へ、文部科学大臣からのメッセージ） 
令和4年3月25日(金曜日) 

高等学校等の新学習指導要領のスタートを契機とする これからの高等学校教育について （全ての高等学校教育関

係者の皆様へ、文部科学大臣からのメッセージ） 

 新型コロナウイルス感染症対策と学びの保障に尽力されている教職員の皆様をはじめ、全ての関係者の

方々に、改めて敬意を表します。文部科学省においては、引き続き、学校現場への支援を迅速かつ柔軟に実

施してまいります。 

 令和４年度は、高等学校教育にとって大きな節目となる年です。令和４年度入学生から高等学校等の新学習

指導要領が年次進行で実施されます。また、「令和の日本型学校教育」の実現に向け、高等学校等の特色化・

魅力化に向けた改革が本格的にスタートする年でもあります。さらに、成年年齢や裁判員等の対象年齢が 18

歳に引き下げられます。こうした節目の年度を迎えるにあたり、ここに改めて、生徒を主語にした高等学校教育

の実現に向けて、学校関係者の皆様のご理解とご協力をお願いするものです。 

高等学校等の新学習指導要領の実施について 

 新学習指導要領では、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を活かし、子供たちが未来社会を切

り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指しています。このため、全ての教科等において

①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の３つの柱で再整理し、資

質・能力をバランスよく育成することとしています。また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善を進めることや、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立により組織的・計画的に教育活動

の質を向上させること、資質・能力の３つの柱に対応した３つの観点に基づき学習評価を改善することを求

めています。また、新科目「情報Ⅰ」「公共」「現代の国語」「言語文化」「理数探究」の新設など、教科・科目構

成の見直しも行いました。 

 各高等学校等やその設置者におかれましては、これまでも新学習指導要領の実施に向けて準備いただ

いたところです。来年度からは、その趣旨を改めて教職員や学校関係者と共有し、「個別最適な学び」と

「協働的な学び」の一体的な充実を通じて主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組ん

でいただくようお願いします。 

ICT環境整備・活用の充実 

 新学習指導要領を着実に実施し、全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びを

一体的に充実するためには、高等学校教育においても ICT環境の整備とその活用は必要不可欠です。 

 来年度からは、GIGAスクール構想に基づいて自分専用の端末で学んできた中学３年生が、高等学校へ進学

します。新学習指導要領では、情報活用能力を学習の基盤となる資質・能力の一つとして位置付け、教科等横

断的な視点に基づき育成するとともに、その育成の中核を担う「情報Ⅰ」を必履修科目として新設するなど情報

教育を推進しています。また、新型コロナウイルス感染症への対策に予断を許さない状況が続いており、１人１

台端末の環境の整備は、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、高校生の学びを止めないため

にも重要です。 

 本年１月には、私と牧島デジタル大臣との連名で、「高等学校における１人１台端末の環境整備について」と題

するメッセージを発信しました。多くの関係者の多大なるご協力・ご支援を賜り、全国の都道府県において、新１

年生には１人１台端末環境が整う見込みが立ちましたことに、深く感謝申し上げます。文部科学省においては、

今後は授業などで端末をマストアイテムとして活用していくための支援を行ってまいります。また、新科目「情報

Ⅰ」については、文部科学省ホームページ内に「高等学校情報科に関する特設ページ」を設置し、研修等の充実

に向けた教材や実践事例集等、外部人材の活用や教員の複数校配置に関する資料を公表していますので、ぜ

ひご活用ください。また、「子供の学び応援サイト」においても、高等学校情報科の指導に関する動画教材や、プ
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ログラミングを体験できるツールを提供している民間企業等の取組を紹介していますので、あわせてご活用くだ

さい。 

スクール・ポリシー等の高等学校改革について 

 また、高校生の学習意欲を喚起し、その可能性や能力を最大限に伸長するための各高等学校の特色

化・魅力化が重要です。このため、来年度より、各高等学校が「スクール・ポリシー」を策定し、公表すること

としました。スクール・ポリシーは、各高等学校が、その社会的役割を踏まえて、どのような資質・能力を、

どのようなカリキュラムで育成するのか、どのような中学生に入学して欲しいのかを示すことで、中学生に

各高等学校が持つ特色への理解を促すもので、生徒や保護者、地域社会に対し、その高等学校の特色・

魅力を明らかにするものです。また、同時に、スクール・ポリシーも踏まえ、行政機関、事業者、大学等、ま

た、国の機関、国際機関等、多様な関係機関との連携・協働体制の整備に各高等学校が努めなければな

らないこととしました。新しい時代における高等学校教育においては、探究的な学びや、ＳＴＥＡＭ教育等の

教科等横断的な学びを、これら関係機関等と連携しながら推進することが大切です。 

 学校における学びが社会に通じるという「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、文部科学省にお

いては、多様な各高等学校の特性を踏まえた取組を支援してまいりますので、各高等学校におかｓｓｓれま

しても、スクール・ポリシーに基づく特色化・魅力化を強力に推進いただくようお願いします。 

成年年齢の引下げ等について 

 成年年齢の引下げは、若者の積極的な社会参加を促すなどの重要な意義を有するものです。このため、

高校生が、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力や社会の形成に主体的に参画する

ための資質・能力を身に付けることは極めて重要です。一方で、保護者の同意なく、自らの意思のみで契

約を結ぶことができることから、消費者として被害を受けることも懸念されています。文部科学省において

は、これを見据え、新学習指導要領の家庭科に盛り込んだ「契約の重要性」や「消費者保護の仕組み」に関

する指導内容を前倒しして、その実施等に取り組んでまいりました。4月からは、新しい必履修科目「公共」

や、「家庭科」の新しい教科書で、一層充実した教育を進めてまいります。また、今後とも消費者庁と連携を

取りながら、消費者教育の取組を着実に進めていきます。 

 さらに、この４月には、裁判員や検察審査員の対象年齢が18歳以上になります。刑事司法に多様な意見

を反映するという点で意義深いものであり、生徒から候補者に選ばれた旨の相談があった場合には、制

度の趣旨等を踏まえつつ、必要な情報提供や助言をお願いします。 

 高校生たちは、「非連続的」と言えるほど急激に変化する社会に羽ばたいていくことになります。高校生

が多様化する中にあって、生徒達が、その能力・適性、興味・関心等に応じた学びを通じて、多様な他者と

協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となってい

くために必要な資質・能力を身につけることが極めて重要です。一人ひとりの生徒を主語とした高等学校

教育の実現に向けて、今後とも、皆様のより一層のご理解・ご協力を心からお願い申し上げます。 

令和４年３月２５日 

文部科学大臣 末 
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資料③ 

 

 



5 

 



6 

資料④ 

教育未来創造会議「第一次提言」を受けたこれからの大学について 

（進学者のニーズや人材需要に対応するための学部再編と理系女子学生の活躍促進について） 

令和4年5月24日(火曜日)  

 去る５月10日（火）、内閣総理大臣を議長とし、私が議長代理を務める教育未来創造会議において、「我

が国の未来をけん引する大学等と社会の在り方について（第一次提言）」が取りまとめられました。この

提言は、我が国が置かれている現状や人材育成を取り巻く課題を踏まえ、基本理念、在りたい社会像、目

指したい人材育成の在り方を整理した上で、 

 ① 未来を支える人材を育む大学等の機能強化 

 ② 新たな時代に対応する学びの支援の充実 

 ③ 学び直し（リカレント教育）を促進するための環境整備 

に特に焦点を当てて、今後取り組むべき具体的方策を取りまとめたものです。 

 この提言を実現するため、これからの大学は大きく構造転換することとなります。そして、未来の社会

を担う方々が、それぞれの資質や能力を開花させ、社会で活躍できるようになるための学びの場を、産官

学が一体となり作り上げていきます。 

我が国の初等中等教育は世界トップレベルです。特に理数系の学力に関しては、国際的な学力調査におい

て、義務教育終了段階の子供たちの数学的リテラシーや科学的リテラシーが世界トップレベルであること

が示されています。具体的には、高等学校１年次の時点で、約４割の子供が比較的高い数学的リテラシー

及び科学的リテラシーを有しているとされています。これは、子供たちの教育に携わるあらゆる方々のた

ゆまぬ努力の賜物であり、その御努力に心から敬意を表する次第です。 

 しかし、このように多くの子供たちが高い理数系の学力を有していながら、高等学校における文系・理

系の選択で理系を選択する子供は約２割に落ち込みます。とりわけ女子生徒に関しては、理数リテラシー

については男子生徒と大きな差が見られない一方で、理系を選択する割合は男子27％に対して女子 16％

となっています。 

 さらに、大学進学の時点では、理工系学部への進学割合はOECD平均の27%に対して我が国は17%にとど

まっています。男女の格差も顕著で、理工系を専攻する大学学部段階の学生は、男性が28%に対して女性

はわずか7%にすぎません。 

 このように、初等中等教育段階で高い資質・能力が育成されながらも、大学でその資質・能力を更に伸

長させるための環境が十分に整えられていないと考えられます。これは、高等学校段階での理系離れや、

社会全体に通底する男女の違いに基づく先入観、目まぐるしい社会の変容に必ずしも追走しきれていない

大学の構造など、様々な要因が複雑に絡み合っていることに起因するのではないでしょうか。 

 いずれもが非常に困難で、かつ長年にわたる課題です。このため、一朝一夕に解決できるものではあり

ません。しかし、子供たちの未来、我が国の未来を切り拓くためには、大学を起点にして大胆に構造転換

を図ることが必要です。 

 このような課題に対応するため、教育未来創造会議「第一次提言」では、実に多岐にわたる改革事項が

あげられています。私といたしましては、それらの中でも特に、 

 ・ 現状では大きく不足している、理系の学修を行うための大学の受け皿を抜本的に拡充すること 

 ・ とりわけ女性の皆さんが理系の分野で大きく活躍していただける社会を構築すること 

について、大学の関係者の皆様のみならず、今後大学での学びを志す子供たちや、子供たちを支えていた

だく保護者の皆様、子供たちの進路の選択で多大な御助力をいただく学校の教職員の皆様、そして大学で

真剣に学び資質・能力を伸ばした方々が活躍する場となる企業の皆様に、広く御理解を賜りたいと思って

おります。 
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これから大学を志す皆さん 

５年後、10年後に向けて大学が大きく変わっていきます。 

 現在35％にとどまっている自然科学分野を専攻する学生の割合を５割程度まで引き上げることを目指し

ます。入試も変わり、文系・理系の区別なく広く深い学びが評価されるようになります。また、学生の皆

さんが安心して学びに注力できるよう、経済的な支援を含めてきめ細かな支援を行います。 

 特に女子生徒の皆さん。これからの時代、女性が能力を発揮して活躍できる分野は限りなく広がってい

ます。理系は「男性の職場」といった固定観念はなくなっていきます。ぜひ、大学でも自分自身が興味を

持てる分野、得意な分野を徹底的に追求し、自らの可能性を広げていってください。 

保護者の皆様 

学びは子供の可能性を広げる鍵です。「理学部や工学部の女子は就職できない」このようにお思いではな

いでしょうか。そのようなことはありません。特にIT系の人材は2030年に最大79万人も不足するという

予測もあるなど、理工系学部を卒業した学生は、男性、女性を問わず産業界でも強く求められています。 

 近年は、国立の女子大学でも工学部を新設するなど、大学も女性が理工学系の分野で活躍することを期

待しています。「女子は文系」といった固定観念から離れ、子供たちの幅広い進路選択をお支えください。 

小中高等学校の教職員の皆様  

初等中等教育の目指すところは、全ての子供たちの可能性を最大限引き出すことです。 

 大学には、文理横断的な入学者選抜に転換するよう強く促していきます。高等学校においても早期から

文系・理系に分ける「文理分断」教育から脱却し、文系・理系の枠を超えた学びにより、生徒の可能性の

芽を大きく育むことをお願いいたします。 

 また、学校における男女の違いに基づく先入観を徹底的に排除しましょう。もちろん、小中高等学校だ

けで解決できる問題ではありません。社会全体で力を揃えて固定観念の排除を進めてまいりますので、学

校における先生方のお力をお貸しください。 

企業等の皆様 

大学での学び、成長を評価してください。学生が在学中から社会を知り、今、自分たちがどのような力を

身に付けなければならないのか、何を学ばなければならないのかを理解するためにも、インターンシップ

をはじめとして学生が様々な経験・体験をできる場を御用意ください。 

 また、男女の違いに基づく先入観の排除のため、女性が活躍できる場をしっかりとご用意いただき、特

に理系出身の女性が社会で活躍している姿が見えるよう、子供たちがロールモデルに出会う機会をつくる

ための御協力をお願いします。 

 そして、志高く羽ばたこうとする学生が勉学に専念できるよう、産官学が手を取り合い、そのような学

生を支援するためにお力添えをお願いします。 

結びに  

私は、教育にかかわるあらゆる方々の英知を集結し、未来を支える人材を育むための大学等の機能強化に

全力で取り組んでまいります。 

 特に、意欲ある理系学生、女子学生などが広く社会で活躍できるようにするため、産官学が総出でその

ような学生を応援するという機運を醸成するためにイニシアティブを発揮してまいります。 

 また、現下の課題を踏まえた改革の方向性を理解し、前に進もうとする大学、変わろうとする大学に対

して、集中的に支援をし、徹底的な構造改革を試みる大学を後押しします。 

 さらに、特に中学生・高校生の皆さんには、文系か理系かの二者択一に陥らないよう、様々な学習をす

ることができる機会を御用意します。そのため、大学や産業界も含めて広く社会の御助力をいただき、社

会総がかりで子供たちの学びや経験の場を創出します。 

 未来の個人の幸せ、未来の社会の豊かさは、教育によって創造されるものです。子供たちや社会の

未来が更に輝かしいものとなるよう、今後とも、皆様のより一層の御理解・御協力を心からお願い申

し上げます。 

令和4年5月24日 

文部科学大臣 末松信介 
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資料⑤ 
人口動態の年次推移 

 


